






















 
 

 

郵便約款の変更の認可申請の概要及び審査結果 

 

「郵便事業㈱が発行するくじ付葉書による配達地域指定の取扱いの開始」 

「郵便事業㈱が発行する郵便葉書の規格及び様式の変更等」 

 

 

平成２２年３月１０日 

総   務   省 
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Ⅰ 郵便事業㈱が発行するくじ付葉書による配達地域指定の取扱いの開始 
（「特定期間引受配達地域指定郵便」の新設） 

＜変更の認可申請の概要＞ 

(1) 変更の趣旨及び変更の内容 

   郵便事業㈱が発行するくじ付葉書（年賀葉書を除く）の取扱いについて、郵便事業㈱が指定する期間内に

引き受けた場合に、「配達地域指定」※の特殊取扱を行う「特定期間引受配達地域指定郵便」を新設すること

により、利用者の選択肢を拡大し、利用者利便性を向上させる。 

   ※「配達地域指定」･･･同一差出人から、町丁目の地域単位の全戸に配達するために、あて名の記載を省略して差し出される

郵便物の取扱い。 

  （参考） 

※1：くじ付葉書のうち、年賀葉書については、「配達地域指定年賀特別郵便（年 

賀タウンメール）」としてサービスを実施中 

※2：本格実施に先立ち、昨年の暑中葉書販売開始日からくじ抽せん日の前日（平 

成 21年 6月 1日から 8月 31日まで）において、地域を限定（東京都及び政令 

指定都市）して試行的に郵便事業㈱製暑中葉書の配達地域指定の取扱いを実施 

（愛称「かもめタウン」、後述Ⅱの横長葉書の発行と同じ時期に試行）。 

    具体的な需要：サービス業、建設・不動産業等を中心とした中小口のダイレク 

トメール（商店街など） 

 

(2) 実施予定日 平成 22年 6月 1日（火） 

 
 

【参考】現行の「年賀タウンメール」のイメージ 

（年賀葉書における配達地域指定） 
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Ⅱ 郵便事業㈱が発行する郵便葉書の規格及び様式の変更等 

１ 郵便事業㈱が発行する郵便葉書の規格及び様式の変更 
（郵便事業㈱による横に長い形状の葉書の発行） 

(1) 変更の趣旨 

現在、郵便事業㈱は、国内用として縦に長い形状の葉書のみを発行している（国際郵便用の葉書は横に

長い葉書を発行）が、横に長い形状の葉書の発行を可能にすることにより、利用者の選択肢を拡大し、利

用者利便の向上を図る。 

(2) 変更の内容 

郵便事業㈱が発行する葉書について、横に長い形状の葉書の発行を可能とする。 

(現状は｢縦 14.8cm､横 10cm｣と規定｡ただし､長辺及び短辺の長さ､厚さ等について変更するものではない。) 

（参考） 

※1：私製葉書については、従来から「縦長」「横長」に係る制限は設けられていない。 

※2：本格実施に先立ち、昨年の暑中葉書販売期間中（平成 21年 6月 1日から 8月 21日まで）及び年賀葉書販売期間中（平

成 21 年 10 月 29 日から平成 22 年 1 月 15 日まで）において、地域を限定（東京都及び政令指定都市）して試行的に横長

の郵便葉書を発行。（横長葉書の発行枚数：暑中葉書 21万 2千枚、年賀葉書 89万 8千枚） 

(3) 実施予定日 平成 22年 6月 1日（火） 

 
２ 往復葉書の返信部に記載できる事項の制限の廃止等 

 (1) 変更の趣旨 

   往復葉書の往信の際に返信部に記載できる事項については、現在、「返信に必要な事項」のみ記載できるこ

ととされているが、この制限を廃止すること等により、利用者利便の向上を図る。 
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 (2) 変更の内容 

往復葉書の往信の際に返信部に記載できる事項の制限を廃止する。 

   なお、往復葉書の返信部は、返信に用いられるものであるため、「返信に必要な事項」の制限は廃止するも

のの、その他の制限（返信に関係のないものの添付等）は従前どおりに制限を行う。 

＜参考：改正による往復葉書の往信の際の返信部の取扱いの比較＞ 

 (3) 実施予定日 平成 22年 5月 1日（土） 
 

 現 行 改 正 後 

往信の際、返信部にあらか

じめ記載できる事項 

○返信に必要な事項 

（例） 

・返信部の受取人の住所・氏名 

・アンケート欄、商品等の注文欄 

・返信に関する注意事項（返送期限など） 

・注文可能な商品の広告 

・注文可能な商品についての問合せ先 

（電話番号、ＨＰアドレスなど） 

＜制限を廃止＞ 

往信の際、返信部に添付で

きるもの 

○薄い紙又はこれに類する物で、葉書全体の大

きさ・重さを超えない範囲で、容易にはがれな

いよう全面を密着させた物（はがせない物） 

（例） 

・あて名を記載したシール 

・誤字等の訂正のためのシール など 

＜従前どおり＞ 

往信の際、返信部に添付で

きないもの 

○葉書の本体から分離して使用する物（はがせ

る物） 

（例） 

・いわゆる「圧着葉書」 

（請求書等で紙をはがして中身を確認する物） 

＜従前どおり＞ 
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Ⅲ 審査結果 
 
申請された郵便約款の変更については、郵便法（昭和 22年法律第 165号。以下「法」という。）及び郵便法施

行規則（平成 15年総務省令第 5号。以下「施行規則」という。）の以下の規定に適合したものと認められること

から､これを認可することが適当である。 

 
審査基準 審査結果 理  由 

【施行規則第 26条】 

会社は、法第 68 条第 1 項の規

定により郵便約款の認可を受け

ようとするときは、次に掲げる事

項を記載した申請書を提出しな

ければならない。  

 一 郵便約款（変更の認可の申

請の場合は、新旧の対照を明

示すること。）  

 二 実施予定期日  

 三 変更の認可の申請の場合

は、変更を必要とする理由 

 
適 

 

 

郵便事業株式会社（以下「会社」という。）から提出された認可申請書には、

施行規則第 26 条に掲げる事項が記載されていることから、認可申請書として適

当なものであると認められる。 

 

審査基準 審査結果 理  由 
【法第 68条第 2項第 1号】 

1 次に掲げる事項が適正かつ明

確に定められていること。 
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審査基準 審査結果 理  由 
 イ この法律又はこの法律

に基づく総務省令の規定

により郵便約款で定める

こととされている事項 

適 変更申請の内容は、 
① 会社が発行するくじ付葉書による配達地域指定の取扱いの開始（特定期間

引受配達地域指定郵便） 
② 会社による横に長い形状の葉書の発行 
③ 往復葉書の往信の際に返信部に記載できる記載事項の制限の廃止等 

であり、郵便約款上郵便の役務を提供するための条件が適正かつ明確に定められ

ていることから、適当なものと認められる。   
ロ 郵便物の引受け、配達、

転送及び還付並びに送達

日数に関する事項 

適 変更申請の内容のうち、会社が発行するくじ付葉書による配達地域指定の取扱

いについては、あて名の記載を省略した郵便物を、会社が別に定める期間内に引

き受け、これを会社が指定する地域ごとの配達箇所数に基づいて、その一以上の

地域の住宅等のすべてに配達すると記載されており、また、その他の転送及び還

付並びに送達日数に関する事項については、一般的な条件が適用されるものであ

ることから、適当であると認められる。 
なお、上記以外の変更申請の内容については、従前と同様の取扱いであり、変

更はない。 
ハ 郵便に関する料金の収

受に関する事項 
－ 
 

従前と同様の取扱いであり変更はない。 
 

ニ その他会社の責任に関

する事項 
－ 
 

従前と同様の取扱いであり変更はない。 

【法第 68条第 2項第 2号】 

2 特定の者に対し不当な差別的

取扱いをするものでないこと。 

 

適 変更申請の内容には、特定の者に対し不当な差別的取扱いをする規定は存在し

ないことから、適当であると認められる。 
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●郵便法（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十五号）（抜粋）  

（郵便約款）  

第六十八条 会社は、郵便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。）について郵便約款を定め、総務大臣

の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

２ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  

 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。  

  イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項 

  ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項 

  ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項 

  ニ その他会社の責任に関する事項 

 二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

（審議会等への諮問）  

第七十三条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等（国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第八条 に規定する機関をいう。）で政

令で定めるものに諮問しなければならない。  

 一 第六十七条第三項、第六十八条第一項又は第七十条第一項の規定による認可をしようとするとき。  

 二 第六十七条第二項第三号又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。  

 三 第七十一条の規定による命令をしようとするとき。  

 

●郵便法第七十三条の審議会等を定める政令（平成十五年三月二十八日政令第八十三号） 

  郵便法第七十三条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。  

 

●お年玉付郵便葉書等に関する法律（昭和二十四年十一月十四日法律第二百二十四号）（抜粋） 

（お年玉付郵便葉書等の発行）  

第一条 郵便事業株式会社（以下「会社」という。）は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号

付きの郵便葉書又は郵便切手（以下「お年玉付郵便葉書等」という。）を発行することができる。  

２ （略） 

 


